
自営開業の道
(Ver2.4)

あなたも自営開業(フリーランス)

が可能です

早稲田電子IT教育センター株式会社

就職支援担当 ： 新（あたらし）雅人



自営

・何でも自分で決められる

・色々と経費が使える

・税金の控除がかなり有る

・自宅で仕事が出来る

・利益は全て自分で使える

・収入は不安定

・社会的信用度は少ない

あなたも1国1城の主です

会社員

・会社からの指示で動く

・認められた経費のみ

・税金控除は一部のみ

・基本的には会社へ出勤する

・給料体系のみ（社会保険は会社
負担有る）

・よって収入は安定する

・会社の信用度



１.確定申告って何ですか？

どんな内容であれ一定の所得を得た人はそ
れに見合った税金（主に所得税）を納めなけれ
ばなりません。その税金の額を決める為に行
なうのが確定申告です。

税金の額はその人の1年間の収入や売上か
ら必要経費などを引いた所得によって決まり
ます。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2
種類があります。個人で仕事をする人（個人事
業主）はどちらかを選択できます。

青色申告ではさまざまな[税金が安くなる特
典」が受けられます。



２.個人事業主はどんな税金を納
める事になりますか？

所得の金額に応じて

・所得税（＋復興特別所得税）
・住民税

所得が多くなると
・個人事業税（２９０万以上２９０万引いた
３～５％）
・消費税（売上１０００万以下なら免除）

税金では無いですが
・国民健康保険
・国民年金



３.個人事業の控除概要

必要経費
・接待交際費
・備品（PC,文房具,机etc.）
・旅費交通費
・家賃,光熱費,通信費など生活分と按分
・広告費

所得控除
・基礎控除（38万円）
・青色申告控除（65万円）白色（10万円）
・医療費控除
・生命保険料控除
・寄附金控除
etc



収入300

万

所得

必要
経費

PC,文房具
交通費
通信費
家賃,光熱費
接待交際費

120万

所得
控除

180万

課税
所得

基礎控除
10３万
医療費
生命保険費
寄附金費
17万

60万×税率 = 税額



４.青色申告の７つのメリット

１．１０万円または６５万円を所得から差し引ける（青色申告特別控除）

２．赤字が出たら次年以降の黒字と相殺して税金を減らせる（純損失の繰越控除）

３．事業に従事する家族への給与（青色事業専従者給与）を全額必要経費に出来る

７．帳簿を正しくつける為経営状態を数字でチェックできるする

４．回収していない売掛金の一部を必要経費に出来る（貸倒引当金）

５．３０万円未満の備品などの購入を一度に必要経費に出来る（青色以外は１０万円）

６．帳簿をきちんとつけることで税務署などの信用度が上がる



５.各申請書類

自営開業届
・開業したら1か月以内に最寄りの管轄の
税務署に提出

青色申告申請書届
・出さないと白色となる

自営開業届

青色申告申請書

青色申請書PP.pptx


６.確定申告書類

会計ソフトが全部
作成してくれる

・弥生
・free etc.

例年年明け3/15まで

に持参するか
郵送する

税 務 署

確定申告書

青色申告書

就職支援資料/自営開業案内/確定申告書PP２.pptx
確定申告書PP２.pptx
就職支援資料/自営開業案内/青色申告書PP.pptx
青色申告書PP.pptx


住民税

<100万の壁＞

住民税 住民税 住民税

所得税 所得税 所得税

社会保険 社会保険

７.所得の壁

<103万の壁＞ <106万の壁＞ <130万の壁＞

社会保険に入る壁

今までは従業員数501人以上
2022年10月〜
従業員数（101人以上）
2024年10月〜
従業員数 （51人以上）

扶養から外れる壁

国民健康保険・国民年金に加入

約１20万の所得だと

・社会保険は20万程必要
・所得税は青色申告すればほぼ無し
・住民税は課税所得の５％程度



７.色々な壁

７．１ １０３万円の壁

【自分に所得税がかかるボーダーライン】

「自分のバイトやパート代が年103万以内であれば所得税が掛かりません」という年収
のボーダーラインを指します。
この103万円というのは基礎控除（48万）と青色申告控除（55万）の合計額と一緒です。

但し、2018年以降パート主婦（夫）の配偶者控除は103万から150万に枠が引き上げら
れた為、扶養家族の税金控除という面では103万は関係なくなりました。



７．２ １０６万円の壁

【社会保険加入の加入条件の目安】

パートやバイト先の社会保険（健康保険・厚生年金）の加入条件の収入の目安です。
よって夫(主婦)の社会保険の扶養に入っているパート主婦(夫)は106万円の壁を意識
する必要があります。

106万円の壁による社会保険の加入条件はパート先の従業員数や勤務時間も関係
しますが見込まれるとパート先の加入義務が発生します。
夫(妻)の勤務先の社会保険の扶養に入っている人は扶養を外れて自分で保険料を
払う事となります。



７．３ １３０万円の壁

【「130万円の壁」は全員に関係する社会保険の壁】

年収が130万円以上になると、親や配偶者の扶養に入っていた人は扶養から外れます。
パートやアルバイト先の社会保険の加入対象でない人は、国民健康保険・国民年金に
加入します。
パートやアルバイト先の社会保険の加入条件は年収ではなく勤務日数や勤務時間が
関係します。
社会保険に入ると、給与から毎月「社会保険料」が引かれます。
（大体パート年収が130万円位ですと健康保険・厚生年金・雇用保険の目安は20万円位）

[社会保険に加入するメリット]
会社の社会保険に加入できると会社が健康保険の半分を負担してくれる。
又、厚生年金を払うことによって将来受け取る年金額が増えます。



弥生画面

参考：弥生画面


